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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2019年５月17日開催の当社取締役会において決議したＢ種優先株式及びＣ種優先株式（以下、Ｂ種優先株式

及びＣ種優先株式を併せて「本優先株式」といいます。）の発行に関し、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内

容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の規定に基づき、2019年５月17日付で臨時報告書を提出しております

が、2019年７月11日開催の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び普通株主による種類株主総

会並びにＡ種優先株式の株主による種類株主総会において、本優先株式の発行に必要な定款の一部変更に係る議案が承

認され、本臨時株主総会において第三者割当による本優先株式の発行に係る議案が承認されたことに伴い、これらに関

する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の５第５項において準用する同法第７条第１項の規定に基づき、臨時

報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

２　報告内容

　15．第三者割当の場合の特記事項

　　(7)発行条件に関する事項

　　(10)大規模な第三者割当の必要性

　　　②大規模な第三者割当を行うことについての判断過程

 

３【訂正内容】

訂正箇所は、　　　を引いて表示しております。

 

15．第三者割当の場合の特記事項

(7)発行条件に関する事項

　（訂正前）

＜前略＞

①Ｂ種優先株式

＜中略＞

　しかしながら、Ｂ種優先株式は客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑であ

り、その評価については様々な見解があり得ることから、会社法上、Ｂ種優先株式の払込金額が割当予定先に

特に有利な金額であると判断される可能性も完全には否定できないため、念のため、当社は2019年７月11日開

催予定の臨時株主総会において、会社法第199条２項に基づく特別決議によるご承認をいただく予定であり、

この点について当社監査役４名（うち社外監査役２名）全員も同意しております。

＜中略＞

②Ｃ種優先株式

＜中略＞

　しかしながら、Ｃ種優先株式は客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑であ

り、その評価については様々な見解があり得ることから、会社法上、Ｃ種優先株式の払込金額が割当予定先に

特に有利な金額であると判断される可能性も完全には否定できないため、株主の皆様の意思を確認することが

適切であると考え、念のため、Ｃ種優先株式についても、Ｂ種優先株式と同様に、2019年７月11日開催予定の

臨時株主総会において、会社法第199条２項に基づく特別決議によるご承認をいただく予定であり、この点に

ついて当社監査役４名（うち社外監査役２名）全員も同意しております。

 

　（訂正後）

＜前略＞

①Ｂ種優先株式

＜中略＞

　しかしながら、Ｂ種優先株式は客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑であ

り、その評価については様々な見解があり得ることから、会社法上、Ｂ種優先株式の払込金額が割当予定先に

特に有利な金額であると判断される可能性も完全には否定できないため、念のため、当社は2019年７月11日開

催の臨時株主総会において、会社法第199条２項に基づく特別決議によるご承認をいただいております。

＜中略＞

②Ｃ種優先株式

＜中略＞

　しかしながら、Ｃ種優先株式は客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑であ

り、その評価については様々な見解があり得ることから、会社法上、Ｃ種優先株式の払込金額が割当予定先に

特に有利な金額であると判断される可能性も完全には否定できないため、株主の皆様の意思を確認することが
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適切であると考え、念のため、Ｃ種優先株式についても、Ｂ種優先株式と同様に、2019年７月11日開催の臨時

株主総会において、会社法第199条２項に基づく特別決議によるご承認をいただいております。

 

(10)大規模な第三者割当の必要性

②大規模な第三者割当を行うことについての判断過程

　（訂正前）

＜前略＞

　なお、今回の第三者割当によるＢ種優先株式の発行は、これによる希薄化率が25％以上となる可能性があ

り、Ｂ種優先株式の全てが当初の転換価額で当社普通株式に転換された場合には36.77％、Ｂ種優先株式の全

てがＤ種優先株式に転換され、かつ、これによって発行されたＤ種優先株式の全てが当初の転換価額で当社普

通株式に転換された場合には66.91％の希薄化率となりますが、上記15．(7)「発行条件に関する事項」のＢ種

優先株式の発行についての本臨時株主総会において特別決議による承認をもって、東証の定める有価証券上場

規程第432条に定める株主の意思確認手段を兼ねることとする予定です。

 

　（訂正後）

＜前略＞

　なお、今回の第三者割当によるＢ種優先株式の発行は、これによる希薄化率が25％以上となる可能性があ

り、Ｂ種優先株式の全てが当初の転換価額で当社普通株式に転換された場合には36.77％、Ｂ種優先株式の全

てがＤ種優先株式に転換され、かつ、これによって発行されたＤ種優先株式の全てが当初の転換価額で当社普

通株式に転換された場合には66.91％の希薄化率となりますが、上記15．(7)「発行条件に関する事項」のＢ種

優先株式の発行についての本臨時株主総会において特別決議による承認をもって、東証の定める有価証券上場

規程第432条に定める株主の意思確認手段を兼ねております。

 

以　上
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